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「名古屋港歴史資源特別見学会」の参加者募集 

 本組合は、名古屋港の歴史を物語る建造物等を歴史資源として位置付けて保存・活用に努めています。 

今般、その一環として、名古屋港歴史資源特別見学会を下記のとおり開催します。 

本企画では、名古屋市認定地域建造物資産に登録をされている、「１０号地灯台」、「船見閘門」、「旧

食糧庁サイロ」の３施設を見学します。 

記 

１ 開催日時  令和７年１０月１９日（日） １１：１５～１５：００ 

２ 見学施設  名古屋港歴史資源の３施設 

「１０号地灯台」、「船見閘門」、「旧食糧庁サイロ」を紹介 

３ 募集人数  ２０名（応募者多数の場合は抽選） 

４ 参 加 費  無料 

５ 応募方法  往復はがき 又は インターネット 

６ 応募期間  令和７年９月１日（月）～ ２２日（月） 

７ 当選発表  令和７年９月３０日（火）  

８ そ の 他  １０号地灯台の見学の際は、全員ヘルメット着用（小学生以下の方はヘルメットを持

参）の上、係員の誘導に従い見学をしていただきます。 

  ※詳細については、別紙の募集要項をご確認ください。 

 

 

お問合せ先 

政策企画部 環境課 

担当：堀部・定松 

ＴＥＬ ０５２－６５４－７８９２ 



 

 

 

 

１０号地灯台 船見閘門 旧食糧庁サイロ 

   

 

 

 

  

 
 

 
船⾒閘門 

旧⾷糧庁サイロ 

名古屋港管理組合本庁舎 

10 号地灯台 

10 号地ふ頭（現潮凪ふ頭）完成に伴い、昭

和 14 年、ふ頭先端 2 箇所に造られ、ガス灯

の明かりで港を見守っていた。昭和 59 年、

改修工事により 1 基は撤去、残る 1 基を南

へ移設し現在の位置で保存した。第二次世界

大戦で激しい空襲にあい、いくつもの弾痕が

残る。名古屋港における戦争の歴史を現在に

伝える灯台である。 

平成 23 年に名古屋市認定地域建造物資産

に認定。 

※ふ頭内、立ち入り不可。 

昭和 2 年貯木場の木材の出入口として設置し

た閘門で 2 基のうち 1 基が残る。貯木場は埋

め立てられたが、長年にわたり活躍した閘門

は、貴重な産業遺産として、今日の名古屋港発

展の歴史を物語っている。設計は、国の登録文

化財である名古屋港跳上橋と同じ山本卯太郎

である。 

平成 23 年に名古屋市認定地域建造物資産に

認定。 

閘門周りの人造石護岸は、平成 21 年に経済

産業省の近代化産業遺産に認定。 

昭和 30 年農林省により当時日本では珍しい

スライディング工法で整備されたサイロで、

平成 6 年(1994)にサイロとしての役割は終

えたが、歴史的な構造物として景観にも配慮

し一部が保存され、当時の歴史を現在に伝え

ている。 

平成 23 年に名古屋市認定地域建造物資産に

認定。 

 

施設紹介 

バス移動 

徒歩移動 

ガーデンふ頭にある名古屋港
管理組合本庁舎を出発し、
「10 号地灯台」→「船⾒閘門」
→「旧⾷糧庁サイロ」の順路で
バス（一部徒歩）にて移動 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)往復はがき（同時に４名様まで応募可） 

《往信》参加者全員（４名様まで）の ①住所、②氏名、③年齢、④代表者の電話番号 

《返信》返信先宛名（代表者）を記入 

【送付先】〒455-0033 名古屋市港区港町 1 番 11 号 

名古屋港管理組合 名古屋港歴史資源特別見学会係 宛 

(２) インターネット（同時に４名様まで応募可） 

名古屋港管理組合のホームページ「名古屋港歴史資源特別見学会 参加者募集」からご応募ください。 

応募方法等詳細は、こちらをご覧ください ☞ https://www.port-of-nagoya.jp/ または QR コード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時 

令和７年１０月１９日（日） １１時１５分～１５時００分 

※ 11 時 15 分 名古屋港管理組合本庁舎 2 階ロビーに集合となります。（地下鉄名港線「名古屋港」駅下車「1 番出口」すぐ） 

※ 10 号地灯台の見学については、荷役の状況により中止となる場合があります。（中止の場合、バス車内にて動画等で紹介） 

※ 荒天・災害時は中止とします。その際は別途「ホームページ掲載」及び「電話」でご連絡します。電話連絡は、状況次第で前々

日（17 日）または当日早朝に、こちらからご連絡します。なお、前日（18 日）は電話対応ができませんのでご了承願います。 

          
募集人数 

応募方法 

２０名（応募者多数の場合は抽選） 

往復はがき 又は インターネット 

応募期間・当選発表 

応募期間：令和７年 9 月１日（月） ～ 22 日（月）（当日消印有効） 

当選発表：令和７年 9 月 30 日（火） 

※ 当選者には、往復はがきで応募の方は返信はがき、インターネットで応募の方はメールで通知します。 

どなたでも可 

※ １０号地灯台は立入り制限区域内にあり、入場には本人確認が必要となります。本人確認ができない場合、見学はできません。 

本人確認：パスポート、自動車運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書（いずれか 1 点） 

※ 中学生以下の参加者は保護者の同伴が必要となります。また、小学生以下の参加者はヘルメットの持参が必要となります。 

※ 車椅子をご利用の方は、申し込み時にご連絡ください。また、付き添いの方の同伴が必要となります（同伴者の申し込みも必要

です）。 

 

応募資格 

その他 

※ １０号地灯台の見学の際は、全員ヘルメット着用（小学生以下の方はヘルメット

を持参）の上、係員の誘導に従い見学をしていただきます。 

※ 行程の一部区間に徒歩移動があります。歩きやすい靴・服装でお越し下さい。 

※ 試行的に開催する見学会のため、アンケートにご協力お願いします。 

※ 昼食は事前にお済ませ願います。また、水分補給は各自にてお願いします。 

※ 見学会の様子を、業務の報告や記録として写真撮影をさせていただきます。 

※ 参加希望者の個人情報は、当該見学会以外の目的には使用しません。 

 

名古屋港管理組合 

政策企画部環境課 

TEL：052-654-7842 

問合先 

※ 応募は 1 グループにつき 4 名まで応募できます。5 名以上の応募をされた場合は、無効となります。 

※ 記載事項に不備がある場合は無効となります。 

※ 見学会当日は、グループ全員の本人確認が必要となります。 


